
○介護保険法

（平成九年十二月十七日）

（法律第百二十三号）

第八条　

13　この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち

入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの（以下「特定福祉

用具」という。）の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

第八条の二

11　この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用

具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の

厚生労働大臣が定めるもの（以下「特定介護予防福祉用具」という。）の政令で定めると

ころにより行われる販売をいう。

（居宅介護福祉用具購入費の支給）

第四十四条　市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サー

ビス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定

福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費

を支給する。

２　居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認め

る場合に限り、支給するものとする。

３　居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の

百分の九十に相当する額とする。

４　居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した

特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉

用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した

額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

５　前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で

定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が
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定める額とする。

６　市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福

祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅

介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

７　居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定す

る百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、

第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

（平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正）

（介護予防福祉用具購入費の支給）

第五十六条　市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定

介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所にお

いて販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に

対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。

２　介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認め

る場合に限り、支給するものとする。

３　介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費

用の額の百分の九十に相当する額とする。

４　居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した

特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護

予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより

算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

５　前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で

定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労

働大臣が定める額とする。

６　市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防福

祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護

予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

７　介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定す
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る百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、

第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
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○介護保険法施行令

（平成十年十二月二十四日）

（政令第四百十二号）

（福祉用具の貸与の方法等）

第四条　法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一

項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者（法第

八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。）又は居宅要支援者（法第八条の二第二項

に規定する居宅要支援者をいう。）が福祉用具（法第八条第十二項に規定する福祉用具

をいう。以下この項において同じ。）を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する

者（以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。）から、福祉用具に関

する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。

一　保健師

二　看護師

三　准看護師

四　理学療法士

五　作業療法士

六　社会福祉士

七　介護福祉士

八　義肢装具士

九　福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合する

ものを行う者として都道府県知事が指定するもの（以下この項及び第三項において「福

祉用具専門相談員指定講習事業者」という。）により行われる当該講習（以下この項及

び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。）の課程を修了し、当該福祉

用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した

旨の証明書の交付を受けた者

２　前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の

申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行

う。

一　福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
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二　次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ　前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を

記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ロ　厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、

若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を

都道府県知事に届け出ること。

ハ　福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関す

る情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指

示に従うこと。

３　都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を

満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことがで

きる。

４　前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸

与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（平一八政一五四・追加、平二三政三七五・旧第三条の二繰下、平二六政三九

七・一部改正）
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○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成十一年三月三十一日）

（厚生省令第三十七号）

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針）

第二百十四条　福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。

一　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具

販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知

識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用

方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同

意を得るものとする。

二　対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福

祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な

説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定

居宅サービス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担

当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとす

る。

三　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全

性、衛生状態等に関し、点検を行う。

四　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定

福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等

を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実

際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

五　対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの

要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な

場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

六　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら
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ない。

七　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

八　居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画

に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。

（平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・平二四厚労令三〇・令六厚労令

一六・一部改正）

（特定福祉用具販売計画の作成）

第二百十四条の二　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。こ

の場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規

定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

２　特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

３　福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

４　福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用

具販売計画を利用者に交付しなければならない。

５　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の

達成状況の確認を行うものとする。

（平二四厚労令三〇・追加、令六厚労令一六・一部改正）
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